
 

 

  

  

 

 平成 29 年度 

 

第４回 静岡県総合教育会議 

 

  

議事録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年３月 13 日（火） 





1/29 

第４回 静岡県総合教育会議 議事録 

 

１ 開 催 日 時  平成 30 年３月 13 日（火） 午前９時 30 分から 11 時 10 分まで 

 

２ 開催の場所  県庁別館８階第１会議室Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ 

 

３ 出 席 者  知      事   川 勝 平 太 

        教   育   長   木 苗 直 秀 

        委      員   斉 藤 行 雄 

        委      員   渡 邉 靖 乃 

        委      員   藤 井  明    

        委      員   加 藤 百合子 

委      員   伊 東 幸 宏 

 

        地域自立のための「人づくり・学校づくり」 

        実践委員会委員長   矢 野 弘 典 

 

事  務  局：  おはようございます。 

 ただいまから第４回総合教育会議を開催いたします。 

 本日は、お忙しい中御出席を賜りまして、まことにありがとうござ

います。 

 私は、本日司会を務めます総合教育局の長澤と申します。よろしく

お願いいたします。 

 本日の議事でございますけれども、１つ目に、次期「教育に関する

『大綱』」と「県教育振興基本計画」、２つ目としまして、総合教育

会議の合意事項への対応状況、３つ目としまして、平成30年度協議事

項でございます。 

 それでは、開会に当たりまして、知事から御挨拶申し上げます。 

 

川 勝 知 事：  どうも皆様、おはようございます。 

 総合教育会議でございます。従来は、教育委員会の委員の皆様だけ

で、教育委員長、教育長のもと、開催されてきたわけですけれども、

法律が定まりまして、全国の2,000近くあります自治体の首長がこの教

育委員会の中に入って、できる限り社会の意見あるいは地域の意見と

いうものを教育の世界に投影するようにということで設けられたわけ

でございます。 

 静岡県におきましては、この社会の意見あるいは地域の意見を、首

長の個人的見解にならないようにということで、地域自立のための

「人づくり・学校づくり」実践委員会というのを立ち上げまして、今

日はその委員長をお務めになっている矢野さんに御出席をいただいて

おります。この総合教育会議に先立ちまして、実践委員会というとこ
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ろで、しっかり議題あるいは教育会議について練り上げまして、それ

をこちらに持ち寄って、皆様方に御意見を賜ると、こういう次第にな

ったわけです。 

 あえてこれを申し上げましたのは、今日から伊東幸宏先生に教育委

員として御参加いただいておるからでございます。 

 伊東先生は、前の静岡大学の学長、経営と教育と人事と全部一手に

してこられた方でございます。その前には、静岡大学は工学部、情報

学部と浜松にございますけれども、学部長もお務めになられまして、

教育界の行政、大学の行政、そして研究に通暁されて、７年間学長を

お務めになられまして、また静岡県３つのクラスターがありますが、

浜松にはそのうちの一つ、フォトンバレーと。光の粒子ですね、光

子、フォトン。これを冠した「フォトンバレー」というのがございま

すが、このフォトンバレーセンターというのが発足いたしまして、そ

の初代センター長でもいらっしゃいます。 

 そうしたことで、これから伊東先生の識見もこの中に入り込んで、

いろんな教育にかかわる立派な政策が展開できるものと期待しており

ますので、先生、どうぞよろしくお願いいたします。 

 今日の議題につきましては、先ほど事務局から申し上げたとおりで

ございます。この件に関しまして、実践委員会でも揉み上げてまいり

まして、若干の修正などがございますので、そうしたことを改めて矢

野委員長から御説明いただきまして、御議論賜りたいと思いますの

で、どうぞよろしくお願い申し上げます。以上でございます。 

 

事  務  局：  ありがとうございました。 

 次に、木苗教育長から御挨拶をいただきます。よろしくお願いしま

す。 

 

木 苗 教 育 長：  ただいま御紹介いただきました教育長の木苗でございます。 

 教育委員会を代表いたしまして、一言御挨拶を申し上げます。 

 早いもので、本日は第４回の総合教育会議、本年度の最終回という

ことになります。これまでの３回の協議を通しまして、社会総がかり

で行う「技芸を磨く実学」の奨励や、あるいは「有徳の人」づくりに

向けた就学前教育の充実など、教育現場の活性化にかかわる具体的な

方策につきまして議論を進めてまいりました。皆さんには大変感謝し

ております。 

 それらの中で、実行できるものについては直ちに着手し、また具現

化に向けて時間を要するものにつきましては、川勝知事とも十分にお

話し合いをさせていただきまして、一歩一歩着実に進めてまいりまし

た。 

 本日の議題は、先ほどございましたように、次期「教育に関する

『大綱』」と「静岡県教育振興基本計画」及びそれらの方針、それか
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ら計画を踏まえた来年度の協議事項を決定することとなっておりま

す。地域づくりの基礎、これは人づくりであると言われておりますけ

れども、教育はまさにその中心的な役割を担っていると考えておりま

す。ふじのくにの未来を担う「有徳の人」づくりに向けて、今後とも

川勝知事と強く連携し、積極的に進めてまいりたいと、このように考

えております。皆様には、忌憚のない御意見をいただきますよう、よ

ろしくお願いします。 

 なお、静岡県だけではないのですけれども、日本全国でいじめや不

登校、あるいは子供の貧困、これらが社会問題となっておりますこと

から、我々はスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等

の外部人材を活用させていただきまして、きめ細やかな支援を行って

おります。「しずおか寺子屋」等で、勉強がちょっと遅れている子供

たちにも対応したり、あるいは海外にも積極的に行くようにというこ

とで、グローバル人材育成等も行っております。けれども、やはり教

員が本来の仕事、要するに、子供たちと接して教育を十分にできるよ

うな環境づくりをとにかく進めてまいりたいと思っておりますので、

活発な御意見・御討論をよろしくお願いいたしまして、挨拶とさせて

いただきます。 

 本日はよろしくお願いします。ありがとうございました。 

 

事  務  局：  ありがとうございました。 

 続きまして、本日初めて総合教育会議に御出席されました伊東委員

から御挨拶をいただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

 

伊 東 委 員：  今日、初めてこの会議に出席させていただきます伊東幸宏と申しま

す。 

 簡単に自己紹介をと思ったのですけど、先ほど知事からほとんど略

歴を御紹介いただいておりますので、そこは省略いたします。 

 私、ずっと大学におりましたので、初等・中等教育に関しては余り

触れることはなかったのですが、高等教育に関して、特に今、大学か

ら離れてからの方が、むしろ大学改革を後押しするというか、蹴飛ば

すというか、そういうことをやらなきゃいけないということをつくづ

く感じて、そういうような動きというのも、まさにやらなきゃいけな

い時期に来ているのかなと思っておりますので、また皆様方のお知恵

も借りながら、いろんな形での県内の教育の質が上がることの一助に

私もなれればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

事  務  局：  ありがとうございました。 

 それでは、議事に入りたいと思います。 

 これからの議事進行につきましては、川勝知事にお願いいたしま

す。よろしくお願いします。 
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川 勝 知 事：  それでは、次第に基づきまして本日の議事を進行いたします。 

 議事の１つ目は、次期「教育に関する『大綱』」と「県教育振興基

本計画」でございます。 

 事務局から資料の説明をお願いいたします。 

 

事  務  局：  それでは、事務局から説明いたします。 

 次第から２枚おめくりいただきまして、１ページの資料１でござい

ます。 

 次期「教育に関する『大綱』」と「県教育振興基本計画」を御覧く

ださい。 

 あわせまして、別添の資料で、カラー刷りでございます、ふじのく

に「有徳の人」づくり大綱（案）と県教育振興基本計画（案）を御覧

いただきたいと思います。 

 それでは、本編資料１の１ページの要旨、体系、特徴につきまして

は、前回の第３回総合教育会議の内容と変わりませんので、説明は省

略いたします。 

 続いて、２ページをごらんください。 

 ４の第３回総合教育会議における主な意見と対応案でございます。 

 いただいた意見の中で、新たに項目を追加した部分について説明を

いたします。 

 藤井委員から、10年後、20年後、子供たちが社会に出て活躍する年

代になった時に想定されることを念頭に置いて、計画を策定して欲し

いという御意見をいただきました。 

 御意見を踏まえまして、別添のカラー刷りの計画を御覧いただけた

らと思いますが、４ページ、５ページを御覧ください。 

 ４ページ、５ページに、2030年以降の変化に踏まえ取り組むべき課

題というものを新たに追加いたしました。 

 また、渡邉委員から、生まれてから老年期に向かうまで静岡県民と

してどのようなことが求められているのか、計画に示す必要があるの

ではないかという御意見をいただきました。 

 御意見を踏まえまして、計画の81ページ、最後の方でございますけ

れども、81ページに、ライフステージごとに本計画の施策をまとめま

したＡ３版の表を追加いたしました。 

 次に、本編資料に戻っていただきまして、５のパブリックコメント

の結果の概要でございます。 

 12月下旬から１月中旬にかけまして、パブリックコメントを実施い

たしまして、15人の方から37件の御意見をいただきました。主な意見

といたしまして、中学校における部活動のあり方についてや、県立高

校への新たな学科の設置など、魅力ある学校づくりに関するもののほ

か、教職員の多忙化や人権教育等についての御意見もいただきまし
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た。 

 最後に、６の大綱と計画の周知について、でございます。 

 本日の総合教育会議で決定後、今月中に印刷製本し、４月上旬に県

内全ての幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等に配付

をいたします。また、市町教育委員会教育長会で説明、ホームページ

等への掲載、さらに、６月から教育委員会で行っております市町教育

委員会訪問において説明することを予定しております。 

 以上で説明を終わります。 

 

川 勝 知 事：  ありがとうございました。 

 ただいまの説明にございましたように、次期大綱（案）並びに計画

（案）につきましては、前回の総合教育会議におきまして、教育委員

の皆様から頂戴いたしました御意見に基づき、修正してございます。 

 しかし、改めて御意見をお聞きしたいと存じます。御意見のある方

は挙手をお願いいたします。 

 では、矢野委員長からどうぞ。 

 

矢 野 委 員 長：  実践委員会の矢野でございます。 

 実践委員会と教育委員会とは非常に深い連携を続けてまいりまし

て、特に毎回この会議に、私なり、副委員長の池上先生が出席いたし

まして、いろいろと意見を申し上げる機会をいただき大変感謝してお

ります。また、実践委員会の場には教育委員の先生方が傍聴していた

だきまして、その模様については十分肌で御認識いただいているので

はないかと感謝しております。 

 「有徳の人」づくりという、この非常に崇高な理念に基づいて、全

県挙げてこの教育改革に取り組む、これが本当にすばらしい改革に具

体的につながっていって欲しいと考えて、これからもやってまいりた

いと思っています。 

 その全体として申し上げますと、よく言われる生涯学習ということ

は、また反対の面から見ますと、生涯教育の場を提供するということ

でもあると思います。それが、この総合教育会議の務めの一つではな

いかと思います。学ぶ意欲がなければ、そういう機会があっても使わ

ないことがあるかもしれませんけれども、学ぼうとすれば必ずその場

があるという県にすることが、大事なのではないかと思います。 

 そういう意味で、今ちょっと説明で御紹介がありましたが、この基

本計画の横長の表ですが、これは義務教育の期間にとどまらず、その

前後も含めまして、幼児期から社会人に至るまで一貫して学びの場を

提供するということです。そして、心にそういう思いがある人はいく

らでも勉強できる、そして自分を高めることができるということにな

るのです。そういうことについては、ぜひともこれから実行していき

たいと思います。 



6/29 

 教育大綱、それから計画を拝見しまして、ちょっと感じておること

を申し上げます。 

 一つは、昨年度を通じましていろいろ提案されたものが具体化、具

体的に予算化されて、あるいは制度化されて動き出しておるというこ

とは大変すばらしいことだと思います。本当に総合教育会議の成果が

上がっていると思うのでございます。そこには私どもの意見も反映さ

れていて感謝しておりますけど、実践委員会として繰り返しこの場で

も申し上げておりましたことは、古典の朗読ということであります。

古典といっても、最近のものでもいいし、もっと江戸時代あるいは平

安時代のものでも良く、あるいは中国のものでも良いのですけれど

も、声を出して本を読む、音読ということを申し上げました。それ

が、どこかに書いてあるかもしれませんが、いつの間にか消えてしま

いましたので、ぜひこれを実現して欲しいと思います。お金のかかる

話はいっぱい書いてありますが、朗読というのは一銭もお金はかかり

ませんので、先生がその気になればすぐにできるわけでありますか

ら、毎日10分間の時間をこれに費やすことができれば、いろんな意味

で学力の向上につながると思います。 

 心の深い思いというのは、思想となるわけですが、その思想は言葉

の力で表現されるわけでありまして、また言葉の力をつけると、思想

や心の深いところにまで思いが至るということですので、これはいろ

んな意味で来年度の学力向上とか道徳教育に、すべてつながりますの

で、ぜひ声を出して本を読むと。ただ読書を盛んにする、黙読だけじ

ゃなく、これを御検討いただければありがたいと思います。 

 それから、海外留学生を県内に招いて、そして学校もコミュニティ

ーも変えていこうという考え方は本当にすばらしいことですが、その

裏付けとなるものに、やはり奨学金とか、宿舎の問題があると思うん

ですね。その宿舎の問題というのはなかなか重要でありまして、大学

でもいろいろ御検討されていることでしょうが、県としても今後どの

ようにやっていくのか、引き続き議論を深めていくことが大事だと思

います。 

 特に、県内では空き家が随分増えておりまして、公営住宅もそうで

ありますが、それらを活用して、新しいビルを建てなくても、ある程

度は賄えるというようなことになれば、一挙両得なのではないかと思

っております。 

 それから、高校での観光コースの検討が30年度の方針の中に謳われ

ているのは大変結構であります。大学については31年度からというこ

とで、すぐにというわけにはいきませんけれども、大学院にも修士課

程に、そういうのを設けるような検討があってもいいんじゃないかと

思います。アメリカでは、コーネル大学とか、いろんなところでそれ

があって、世界中の学生を集めています。修士の観光コースができた

ら、日本中からそれを志す学生が集まってくるんじゃないかと思いま
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す。 

 それから、演劇科を開設しようと。これは本当にすばらしいです。

私も、本当に灯台下暗しで知らなかったんですが、ＳＰＡＣというの

はすごいですね、あの団体は。私も何度か見に行きまして、本当に感

動しました。ＳＰＡＣの皆さんにお手伝いいただいて、教える体制は

十分つくれると思います。 

 それから35人学級編制の下限撤廃、これも本当に総合教育会議の大

きな成果だと私は高く評価しております。これは小・中について考え

られているんですけれども、高校は一体どうなのかという問題が皆さ

んの関心事ではないでしょうか。生徒数が少なくなると、学校を統合

しようという話が小学校にも中学校にもあるわけですけれども、高校

でも同じ問題が起こってくる可能性があり、それについて、教育委員

会ではどうお考えになっているのかということを、この場でなくて

も、また検討してお聞かせいただければと思います。 

 それから、ＩＣＴの教育促進というのは本当に大事なことでありま

して、世界に比べて日本は遅れています。日本全体に比べると、静岡

県はまだまだだというのが現状ですが、県内には優れた先進校があり

ますので、それを模範にしてＩＣＴ化をどんどん進めていったら良い

と思います。これは、子供たちにも先生にも大変大事なチャレンジで

はないかと思います。 

 冒頭でございますけれども、感じたことを申し上げました。失礼し

ました。 

 

川 勝 知 事：  いずれも大変建設的な御意見です。 

 他にいかがでしょうか。 

藤井さん、どうぞ。 

 

藤 井 委 員：  前回のこの会議で、私から、先ほど御紹介いただきましたけれど

も、将来を見据えてこの計画を策定してほしいという要望を出して、

それに対して具体的に対応していただき、ありがとうございました。 

 この計画あるいは大綱全体に関しては、相当議論を重ねてきていま

すので、特に細部にわたって、これということは現時点でございませ

んが、一つだけすごく強く感じることは、この大綱あるいは基本計画

をいかに学校の現場にしっかりと落とし込んで、それを間違いなく実

行していくか、あるいはその効果を上げていくかということに尽きる

と思うんですね。 

 その点で、例えば市町の教育委員会への普及活動だとか、あるいは

紙媒体での広報活動というような御説明が先ほどありましたけれど

も、私はそれだけでは足りないと思います。やはり実際に教える先生

方の意識として、我々が何を考えているのか、あるいはどういう議論

を経てこの計画が出されたのか、あるいはこの計画が何を目指してい
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るかということに関して、紙媒体でも良いですが、それ以上に、直接

教育委員会として普及するような活動が、さらに強く必要ではないか

と感じています。 

 例えば、市町の教育委員会への普及活動というのは、それはそれで

良いですが、市町の教育委員会が一つクッションになって現場に落と

し込んでいく中で、やはりそのニュアンス、伝わり方に正確性が欠け

るという懸念も生まれてくるでしょうし、あるいはその目指している

ところが本当に正確に伝わっていくのかという懸念も生じると思いま

すので、ぜひ我々としては、教育委員会全体として、現場にいかに直

接落とし込んでいくのかという観点から、活動を展開していく必要が

あるのではないかと思います。 

 そう簡単ではありませんが、この計画の意味するところは、やはり

しっかり普及させる、浸透させることによって、学校現場の教える側

の意識改革ということにつながってくる可能性も追求していけるので

はないかと思います。 

 例えば、大変なことと思いますが、教育委員会として、現場に対す

るキャラバン活動のようなものを継続的にやっていくというようなこ

とも、一つのアイデアとしてはあり得ると思います。 

 それから、紙媒体だけに余り依存したくないですけれども、東京の

世田谷区では、新聞の折り込みの形で、いろんな教育委員会としての

広報活動、行事の案内であったり、あるいは基本計画の説明であった

り、いろいろな内容が含まれますが、定期的に新聞を購読している家

庭全てに配信されるというような工夫をしている実例もございます。

今、「Ｅジャーナル」は発行していますが、これが果たしてどの程

度、家庭にしっかり入り込んでいるかという点についての検証が必要

だと思います。 

 先ほど申し上げたとおり、紙媒体だけに依存はしたくないですけれ

ども、いろんな複合的な手法で、現場に強く浸透させていく必要があ

ると思います。 

 それから、グローバル教育に関して、施策が実際にこれまでも行わ

れていますし、この計画の中ではしっかり織り込まれていますけれど

も、やはり小さいころから、心の幅の広い人を育んでいくグローバル

教育というのがさらに必要だと思います。どちらかというと、海外だ

とか、外国語との接点という点ではいろいろな施策が講じられていま

すが、異なった文化に触れる機会、あるいは異なった価値観にめぐり

会う機会というのを、それこそ高校中心ではなくて、小学校、中学校

からいろいろな工夫をして触れさせるような、めぐり会えるような機

会を設ける施策が必要ではないかと思います。 

 それから、矢野委員長も御指摘されましたけれども、ＩＣＴに関し

ては、もう周回遅れどころか、２周、３周回遅れぐらいの現状だと思

うんですね。世界の最先端と同じレベルにするのは到底無理だと思い
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ますが、やはり継続的に相当予算付けして、学校の現場でそれがフル

に活用できるような体制というのを、いかに早く作り上げていくかと

いうような施策を、この計画に基づいて、具体的に実行していくこと

が不可欠ではないかなと思います。 

 以上です。ありがとうございました。 

 

川 勝 知 事：  どうもありがとうございました。 

 今日は、この大綱と計画についてお認めいただければ、これを実施

していくことになるんですが、その後、来年度からどういうことを協

議し、また計画を立てるかという時間も持っていますので、今、矢野

さん、藤井さんのお話はそれにちょっと関わるところがございますの

で、後でそのことを申し合わせて、これをやっていこうということに

したいと思います。 

 差し当たって、この大綱並びに計画の案でございますが、これにつ

いてはいかがでしょうか。 

 それでは、渡邉さんから。 

 

渡 邉 委 員：  この基本計画について、先日の私の意見を採り入れてＡ３の表を示

していただきましたこと、かなりこの計画が、どのような視点に基づ

いて県が携わっていくのかということが視覚的にわかるようになった

という意味で、工夫していただいてうれしく思っております。 

 それから、この計画の中の「はじめに」と、「「有徳の人」の育成

に向けて」ということで、知事と教育長が文章を書いてくださってあ

る中で、やはり教育というのは、学校の中だけではなく、地域の方が

携わることによって解決していくのだと、社会総がかりで教育を進め

ていくのだという決意をこちらで表現していただいたこと、教育は県

民全体にかかることだということを示していただいて、本当にありが

たいと思います。 

 そして、やはり私たちが考えるのに、この「有徳の人」づくり大綱

が、いかに県民一人一人の行動に落とし込んでいくのかということを

私も非常に懸念しているところでありまして、例えばですが、私は

小・中学校のキャリア教育の一環として、ドリームマップファシリテ

ーターという形で子供たちと接することがよくございます。その中

で、いろいろな子供たちの適性を踏まえながら、どのような生き方を

したいかということをゴールに据えて、では、そのためにすることは

どういうことなのかなという、今日からできる小さな習慣を考えてみ

ようというところまで落とし込んでいきます。 

 その例で使うのは、野球の大谷翔平選手が、高校時代に立てた計画

の中で、単に野球が上手になるための目標だけではなくて、日ごろの

生活習慣にまでしっかりと落とし込んで、人間性や脳を高めるために

挨拶をしっかりするであるとか、感謝の気持ち・思いやりを持つと
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か、そういう日々の暮らしの積み重ねの中で野球の力を高めていくと

いうことを考えていたということを、小・中学生に話しました。その

上で、あなたが今日できることを考えてみようと言いましたら、今日

私は何ができるということを、一人一人が発表してくれるのですね。 

 なので、こちらの「有徳の人」づくり大綱を、どのように日ごろの

行動に落とし込むかということを、ぜひ県民だよりの中で取り上げて

いただきまして、この「有徳の人」づくりの「有徳の人」とはこうい

う人だよということを示すとともに、あなたが考える「有徳の人」と

しての行動は何なのか。そして、それを目指すために、きょうからで

きることは何なのかということを、ちゃんとセルフコーチング的な問

い掛けをしっかりした中で、より踏み込んだメッセージとなるような

伝え方が必要ではないかと考えました。 

 以上のようなことを広報・啓発しながら、県を挙げて「有徳の人」

づくり運動をぜひ推進していただきたいなあと思いまして、私の意見

とさせていただきます。 

 

川 勝 知 事：  渡邉委員、ありがとうございました。 

 ほかにありますか。 

 加藤さん、どうぞ。 

 

加 藤 委 員：  計画全体は、すばらしく網羅もされていますし、藤井委員の意見も

反映されて、長期的な視点での検討がされてきたので、すばらしいと

思っています。 

 皆さんおっしゃるとおり、実際これをどうきちっと現場に落とし込

んで、子供たちにまで響くものにするのかというのが、この後で協議

する議題なんでしょうけど、私は、基本的に教育は相互作用だと思っ

ていますので、この教育委員会を始め、県もそうですし、先生方もそ

うなんですけど、どれだけ本気でやるのかが問われると思います。 

 私たち、子供たちと地域部活みたいなことをして対峙していますけ

ど、子供たちは大人の本気度がすぐわかってしまう、本気でやらない

と本気で応じてくれないというのが、子供たちの素直な反応という

か、非常にセンシティブなセンサーを持っていて、反応してくれるこ

とだと思うので、これを推進するに当たって、我々がどれだけ本気

で、その本気をどう示すのかというのをこれから協議していかない

と、ただ美辞麗句を並べて、ちょっと対症療法してみて、やっている

感はあるけれど、先生たちも教育委員会も多忙化し、というような落

ちにならないようにしていかなきゃいけないと感じています。以上で

す。 

 

川 勝 知 事：  ありがとうございました。 

 斉藤委員、よろしくお願いします。 
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斉 藤 委 員：  大綱につきましては、内容的には非常にすばらしいものになってい

ると思います。「はじめに」で川勝知事がお書きになっている文章か

らも、日本の古代から近代に至る歴史の中で、中央から地方に教育の

責任といいますか、やらなければいけないことを、静岡の教育という

形で、我々はこの大綱を位置付けるということで、よくまとめられて

いると思います。 

 教育振興基本計画につきましても、藤井さんの意見で、我々が2030

年以降に向けて直面していく、向かい合っていかなきゃいけないとい

う非常に大きな課題というものが明確になっていて、それに対して一

体どうやっていこうかというような、非常にアップ・ツー・デートな

トピックがここに盛り込まれていまして、非常にすばらしいなと。 

 それから、これを進めるについては、全県民が子供から、小・中学

校、高等学校、大学、社会人に至るまで全て関わっていくのだと。他

人事じゃなくみんな自分のことだということが、この横長の表に盛り

込まれていて、我々がなすべき役割が明確になっていて、非常に良い

と思います。 

 皆さんから御意見があったように、私も同感ですけれども、これは

子供を持つ親だけではなくて、あるいは先生方だけではなくて、全県

民に読んでいただきたい、全県民の目にとまるような周知をすべきも

のだと考えております。 

 従いまして、藤井委員から、世田谷では折り込み広報を大綱や基本

計画についてやっているよというお話があったわけですけど、静岡で

も、やはり全県民の目に留まるような広報というものを、我々として

も、知事にもぜひ実現していただきたい。県民だよりというお話もあ

りました、それもいいかもしれません。ぜひそういうことで、県民が

みんな読めば、先生方もおちおちしていられなくて、これをやってい

かなきゃいけないという、教育現場の認識も高まっていくということ

ですので、そういうような周知の方法というものを、ぜひ積極的に考

えていただければありがたいと思います。以上です。 

 

川 勝 知 事：  それでは、矢野さんからどうぞ。 

 

矢 野 委 員 長：  さっき言い忘れたことを付け加えますと、県を挙げてという言葉の

中に、経済界との連携を深める、これをぜひ進めたいと思います。こ

れは前も申し上げて、実は県の経済４団体の長との会合というのが２

回行われていますが、もっと本格的にきちっと御説明をして、意見も

聞いて、そして長い目で見て、いろんな人的な、場合によっては資金

的な御協力もいただくと、こういうことが大事ではないかと思いま

す。 

 何しろ企業に勤めている人は、みんな学校教育の恩恵を受けている



12/29 

わけでして、皆さんとよくよく話しますと、本当に関心が深いです

ね。ですから、その御意見をよく聞きながら、それを採り入れてやっ

ていったらどうかと考えております。 

 大綱と計画については、本当によくまとめられたものだと評価して

おりまして、これを基本に、ぜひ内容を充実させて実践につなげたい

と思います。ありがとうございました。 

 

川 勝 知 事：  わかりました。 

 教育委員の皆さん方から、これをどのようにして子供たちの現場に

落とし込んでいくという方法論をいろいろと御提示いただきまして、

ありがとうございました。 

 時間の都合上、もしよろしければ、この次期大綱（案）、県教育振

興基本計画（案）につきましては、これを大綱と計画として決定する

ことについて、よろしゅうございますか。 

 （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございました。 

 もし、修正が必要となる件がある場合は、それを私に言っていただ

きまして、修文は私にお任せいただきたく存じます。よろしくお願い

します。 

 それでは、「教育に関する『大綱』」と「静岡県教育振興基本計

画」につきましては、記載の予定に則りまして、県民の皆様に周知し

てまいります。 

 では、次の議事に移ります。 

 ２つ目の議事は、総合教育会議の合意事項への対応状況です。 

 事務局から資料の説明をお願いします。 

 

事  務  局：  それでは、本編資料３ページの資料２、総合教育会議の合意事項へ

の対応状況をごらんください。 

 本年度の議題と、昨年度までに協議した議題を整理いたしまして、

それぞれの合意事項に対する平成30年度当初予算における主な施策を

まとめてございます。 

 平成30年度の新規事業は、事業名の後ろに（新規）と表示してあり

まして、それ以外の事業につきましては、平成30年度に拡充する内容

を太字で表示してございます。 

 新規事業と拡充した事業を中心に説明をいたします。 

 ３ページの１(1)社会総がかりで行う「技芸を磨く実学」の奨励につ

きましては、１つ目の魅力ある学校づくり推進事業では、民間熟練技

能者を活用した実習指導、スポーツ科、演劇科など新学科設置に向け

た調査、また国際バカロレア認定校への教員派遣等の調査研究を実施

するなど、魅力ある学校づくりを進めてまいります。 

 次に、高校生就職マッチング対策事業では、東・中・西の各地区に



13/29 

就職コーディネーターを配置し、就職が決まっていない生徒への求人

情報の提供や、新規求人やインターンシップ先を開拓し、高校生の就

職を支援いたします。 

 次に、「生きる道」としての仕事を学ぶ環境づくり事業では、モデ

ル校を選定し、「技芸を磨く実学」の大切さを知る体験やプロフェッ

ショナルな職業に触れる機会を小学生に提供いたします。 

 次に、地域スポーツクラブ推進事業では、これまで磐田市でラグビ

ーと陸上を中心にモデル事業を実施してまいりましたが、磐田市以外

での取組を進めてまいります。 

 次に、学びを拡げるＩＣＴ活用事業では、これまでもＩＣＴ機器の

導入、活用を進めてまいりましたが、来年度は、未整備の県立高校、

特別支援学校に無線ＬＡＮ環境を整備いたします。 

 次に、舞台芸術センター事業費助成では、ＳＰＡＣの活動を支援

し、来年度は人材育成のワークショップや中・高生鑑賞事業等を充実

いたします。 

 次に、競技力向上対策事業では、県内のスポーツ競技力の向上を図

るために、新たに指導者等の確保に取り組みます。 

 ４ページをごらんください。 

 (2)「有徳の人」づくりに向けた就学前教育の充実につきましては、

新たに保育士等キャリアアップ研修事業により、技能・経験を有する

保育士等の専門性をより一層高めるための研修を充実いたします。 

 次の幼児教育連携推進事業では、公立幼稚園等が、業務の支援シス

テムを導入する場合に必要な経費を補助し、幼稚園業務のＩＣＴ化の

促進と幼稚園教諭の事務負担を軽減いたします。 

 以上が、本年度の協議事項に関する事業化の状況でございます。 

 続きまして、昨年度までの協議事項でございます。 

 ５ページをごらんください。 

 ２(1)高等教育機関の機能強化と知的・人的資源の活用につきまして

は、静岡県立大学及び静岡文化芸術大学におきまして、平成31年度の

観光コース開設に向けた準備を進めてまいります。 

 次に、(2)個々の才能や個性を伸ばす多様な学習機会等の提供につき

ましては、平成29年度から、静岡式35人学級編制の下限人数の設定を

段階的に撤廃しておりますが、平成30年度には、小学校３・４年生に

加えて、５・６年生の下限を撤廃いたします。 

 次に、(3)地域ぐるみ、社会総がかりで取り組む教育力の向上につき

ましては、新たに子どもの居場所づくり応援事業により、子供の居場

所づくりの担い手に対する相談支援や運営ノウハウを学ぶ研修会を開

催いたします。 

 次に、６ページをごらんください。 

 (5)の社会総がかりの教育に向けた地域の人材の活用につきまして

は、新たにスクール・サポート・スタッフ配置事業により、教員の多
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忙化解消のため、事務作業等を代行する地域人材を配置いたします。 

 また、私立学校スクールカウンセラー配置等事業費助成により、ス

クールカウンセラー配置に要する経費を私立高等学校等に助成いたし

ます。 

 次のハートフルサポート充実事業では、スクールカウンセラーを大

規模中学校区等に常時配置することとするほか、しずおか型コミュニ

ティ・スクール推進事業では、コミュニティ・スクール・ディレクタ

ーを増員いたします。 

 以上が、平成30年度当初予算におきまして新たに取り組む事業、あ

るいは事業内容を拡充した主な事業でございます。 

 なお、別冊にお配りしてあります参考資料でございますが、４ペー

ジから、本年度の総合教育会議で出されました主な意見を開催回別に

整理してあるほか、６ページからは、ただいま本編資料でごらんいた

だきました合計22本の事業についての平成30年度当初予算の概要をま

とめたもの、また32ページ以降は、これまでの協議事項に関連します

その他の事業をまとめてございますので、参考までに御覧いただけれ

ばと存じます。 

 以上で、事務局からの説明を終わります。 

 

川 勝 知 事：  ありがとうございました。 

 今年度の総合教育会議で皆様方に議論していただき、また合意して

いただいた事項を尊重いたしまして、来年度の当初予算で数多くの提

案が事業化できたと存じます。 

 これに関しまして、木苗先生のほうから一言お願いできますか。 

 

木 苗 教 育 長：  ただいま各委員の皆様からの御意見をいただき、また今、知事から

もお話がありましたことをまとめまして、本年度の総合教育会議での

合意事項等を踏まえまして、具現化された幾つかの事業につきまして

は、グローバル化あるいは情報化の進展など、社会情勢の変化にも

我々十分対応して、さらに学校の教育現場における諸課題に対して

も、積極的に解決するべく努力したいと考えております。 

 また、先ほどはいろいろな面で先生方、学校、地域から、あるいは

いろいろな企業からも応援を頂いております。私が教育長になってか

らは、各市町の市長会議あるいは町長会議に年に一、二回は出席させ

ていただいて、教育委員会のことを報告しておりますが、皆さんに御

指摘いただきましたように、子供がいる、いないじゃなくて、各家庭

全部に、県民全てに情報が行き渡っているかということについては、

若干疑問の点もございます。そういうことも踏まえまして、情報の伝

達方法を十分に考えながらやっていきたいと思っています。 

 いずれにしましても、今までのお話を全部まとめますと、世界の中

の日本、そして静岡をもっともっと認識しながら、十分に活躍できる
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人材の輩出に向けて、我々、前に向かっていこうと思っております。 

 留学だけでなく、国際バカロレアの問題もありますし、高大連携あ

るいは幼稚園から大学までの教育も、教育委員会としては積極的にや

るということにしておりますので、さらにこういうことを含めて、一

部整理整頓しながら、効率的にやっていきたいと考えております。い

ろいろと御助言ありがとうございました。 

 

川 勝 知 事：  どうもありがとうございました。 

 今回、こちらでの合意事項につきまして事業化いたしまして、今日

は、副知事以下、執行部全員に、戦略監から各部長全員出席しており

ますので、各執行機関にかかわるところは、スピード感を持って、こ

の施策を実行してくださるように、一緒にやっていきましょう。よろ

しくお願いします。 

 それでは、議事の３に入りますが、平成30年度の協議事項でござい

ます。 

 事務局から資料の説明をお願いします。 

 

事  務  局：  それでは、本編資料７ページの資料３、平成30年度協議事項を御覧

ください。 

 平成30年度の総合教育会議におきましては、新たに策定する「ふじ

のくに「有徳の人」づくり大綱」と「県教育振興基本計画」で位置付

ける重点取組方針や時代のトピックを考慮したものを中心に、４つの

項目を御協議いただくことを提案いたします。 

 まず、１つ目は「知性を高める学習」の充実（確かな学力の向上）

でございます。 

 想定される論点は、高大接続改革等に対応した学力向上や授業改善

等の取組、並びに学力向上に向けたＩＣＴの効果的な活用などでござ

います。 

 ２つ目の項目は、スポーツや文化芸術などの「技芸を磨く実学」の

奨励でございます。 

 想定される論点は、今後開催される複数の国際イベントの開催を契

機としたスポーツや文化芸術活動及び異文化交流の促進、県立高校へ

のスポーツや演劇等の新たな学科の設置、文化芸術の人材バンクの整

備・拡充などでございます。 

 ３つ目の項目は、学びを支える魅力ある学校づくりの推進でござい

ます。 

 想定される論点は、教職員と子供が向き合う時間の拡充や地域と学

校の連携・協働の推進などでございます。 

 ４つ目の項目は、誰もが夢と希望を持ち社会の担い手となる教育の

推進でございます。 

 想定される論点は、マイノリティーとの共生意識の醸成及びいじめ
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や貧困等に対する相談体制の構築、特別支援教育の充実、道徳教育を

始めとする情操教育の推進などでございます。 

 以上が協議事項の提案でございますが、状況に応じて、これら以外

の事項についても協議することがありますことを御承知おき願いま

す。 

 最後に、年間スケジュールでございますが、来年度も今年度と同

様、総合教育会議、実践委員会とも年間４回の開催を予定しておりま

す。 

 以上で、事務局からの説明を終わります。 

 

川 勝 知 事：  どうもありがとうございました。 

 それでは、皆様からの御意見をいただきたく存じます。 

 既にこれにかかわる御意見も先ほど各委員の先生からいただきまし

たけれども、どうぞ御自由に御発言くださいませ。 

 それでは、加藤さん、どうぞ。 

 

加 藤 委 員：  計画のいわゆる実践というところだと思うんですけど、やっぱり先

ほど申し上げたように、教育って相互作用なので、どうやって教育と

大人と子供と分け隔てなくというか、作用し合って、これらの項目を

いろいろ達成していくことが必要なんじゃないかと思っています。 

 何よりも、ここに細かくあることもそうですけど、それ以上に、子

供たちもしくは学生も前向きに、内からのモチベーションというんで

すか、内発的動機付けという話が専門用語であるみたいなんですけ

ど、そこがやっぱり全部に共通して大事かなと思っています。 

 グローバル化にしても、イノベーションにしても、知性を高めるに

しても、最初に仕組みの中のレールに乗せちゃうと、反発する子が出

てくるし、レールに乗らないと、失敗作だとレッテルを張られちゃう

ことも多くなってしまうし、そういう意味では、仕組み化する前に、

そういう幼い段階で、どうやって自らの内からのモチベーションを引

き出せるか、子供たちにそういう気持ちを持ってもらうのかというの

が、これらを実現するには大事かなと思っています。 

 そういう意味で、具体的に、私も前から御案内していますとおり、

アグリアーツという機関で、菊川ジュニアビレッジで実践して、今２

年目に入りまして、先日、２回目の事業報告会を開催しました。渡邉

さんを初め、教育委員の方々も何名かお越しになられて、ありがとう

ございます。御覧になっていただいた方はよくわかるかと思います。 

 中学２年生の社長の名言がいっぱいあって、ちょっとここで全部言

えないぐらいあるのですが、とりあえず、私が彼女の言葉で一番うれ

しかったのは、「生きる自信が持てました」という言葉ですね。じゃ

あ、他の教育機関は何をやっているんだと。家庭教育でどういうこと

を教えれば、こういうことができるのかという問題になってしまいま
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すが、彼女が自分なりに分析した結論では、社会と本気で対峙しまし

たと。大人たちに、本気で自分たちの商品をＰＲし、売ってみて、無

視されたり、「要らないよ」と言われたり、いろんな経験を通じて、

失敗しても良いと、チャレンジして、それを修正しながら、みんなで

力を合わせて、個々を尊重し合ってチームでやっていけば、超えられ

ない壁はないんだと。だから生きていく自信が持てました、と言って

くれたんですけど、それがベースにあって、その上で学習したり、技

芸を磨いたり、いろんなことが中からのモチベーションとして出てく

るんじゃないかというのは、２年間やってみての確信ですね。最初、

２年前は仮説でしたけど、今は確信に変わっています。 

 なので、これをどう広げるかというのもありますが、基本的には、

我々みたいなベンチャーが、本気で子供たちにベンチャースピリッツ

を持ってもらって、チャレンジしていいんだと、失敗してもいいんだ

というのを大人たちが態度で見せないと、やっぱりついてこないです

し、１人の子なんかは、「エムスクエア・ラボに勝つ会社をつくりま

す」と言ってくれた子がいたので、「じゃあ、Ｍ２を買収しろ」と回

答しましたけどね。 

 そのためには、中２で卒業した後、中学３年になったら、ここがな

きゃだめだと、基礎知識を持って、さらに高校になって、後輩たちを

育てに帰ってこいみたいな話をしたんですが、そうすると納得するん

ですね。勉強が苦手というか、好きじゃない子供たちであっても、や

っぱりこうやって社会に自分たちが参画して、自分たちが活躍するこ

とで、社会が何か盛り上がっているぞという実体験があって、さらに

それを高めようとすると、基礎知識がもっと必要で、いろんな本を読

み、人に会い、行動していかなきゃいけないというのが、一回でもい

いので、一時期でもいいので、実体験すると大分その後が違うかなと

思います。 

 もう一つ小話をしますと、この間の日曜日かな、ノーベル・プライ

ズ・ダイアログというのに呼ばれて、ノーベル賞受賞者たちが何名か

集まって、そこでいろんなサスティナブル・フードについて議論する

というイベントが開催されました。私、登壇させてもらったんです

が、ノーベル賞の大隅先生とかがいらっしゃって、変な方たち、変わ

った方たちが多いですよね。共通しているのが、クリエイティビティ

ーって、やっぱり飽くなき探究で、誰かにいい悪いと言われるもので

はないというようなのを共通しておっしゃっていたし、だからこそ失

敗ってないんだと。やり続けることのみしかないという話を皆さん共

通して語られていたので、非常に私も元気をもらったんですけど、そ

ういう意味で、子供たちにいろんな細かいことを決めると評価という

のがついちゃうんですけど、評価って無いんじゃないかなと思うんで

すね。個々に成長すればいいじゃんと。そういう意味で、何かゆとり

教育に戻るような話になっちゃうかもしれないですけど。 
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 もう一つ、ちょっと長くなってしまいますけど、加えて言うと、多

動性障害っぽい子が１人、菊川ジュニアビレッジにいまして、最初は

本当に体を震わせて入部してきました。もうずっと体育座りをして、

片隅に座っているだけなんですね。子供たちの自治で、彼をだんだん

巻き込んでいくんですけど、半年たったのが、その事業報告会でし

た。私もびっくりしたんですけど、かなりはっきりした声で、大勢い

る、60人大人が集まっているところで、プレゼンテーションを成し遂

げましたので、勝手に大人が、もしかしたら多動性障害と、彼はそう

いう人なんだとラベルを張っちゃっているような気がして、子供たち

同士の相互作用で、そのレッテルははがせるかもしれないなというの

も今回見られて、もしかしたら大人の決め事をかなり子供たちに押し

つけちゃっているがゆえに、子供たちが伸び悩んでいたり、悩んだ

り、若い人たちの死亡の原因の１位が自殺だというこの国なので、も

しかしたら、すごい追いやっているんじゃないかなと思います。 

 ちょっと取りとめもなくなっちゃいましたが、基本的に細かい政策

はもちろんやっていかなきゃいけないものの、対症療法的であって、

本質的に彼ら、子供たちが内から、自分たちから動機付けされるよう

な活動というのを基本にしないと、どれも形骸化しちゃうかなという

危惧をしています。すみません、長くなりました。 

 

川 勝 知 事：  ありがとうございました。 

 基本的なお話ですね。本気、元気、気力、意欲と、こういうものが

ないと、勉強もスポーツも芸術も何も実りませんので、いかにこうい

う意欲といいますか、やる気というか、そうしたものを持たせるかと

いうことが本当に基本中の基本だというふうに存じます。 

 矢野さん、どうぞ。 

 

矢 野 委 員 長：  先ほど、これに関連するようなお話もしましたので、それは繰り返

しません。 

 いいテーマが選ばれているんじゃないかと私は思います。 

 特に、静岡県は「文・武・芸」の三道鼎立という言葉を言って、本

当にこれはすばらしい言葉ですね。文武両道ということは昔から言わ

れていますが、恐らく「文」のほうを分解して、「文・芸」となった

んじゃないかと思います。 

 つまり、知性を磨くだけでなく、それは最低条件で必要ですが、人

の心の情緒とか、体力とか、そういったものも一緒に育てていこうと

いうことは大変すばらしいことです。とりわけ、１番目に「学力の向

上」という言葉が出たのはとてもすばらしいことです。今までも取り

組んでいらっしゃることは間違いないですが、さらに本気で取り組め

ば、親御さんも皆さん応援してくれるだろうと思います。 

 その意味で、義務教育の段階では、特に基礎的な教育を施すわけで



19/29 

ありますが、中には、それでは物足りなくて、「文・武・芸」それぞ

れの分野でどんどん才能を伸ばしていく子たちもいるわけですね。例

えば「文」でいえば、小学生でも小説とか伝記とかを読むような子た

ちがいる。そういう子は、それを伸ばしてやれば良いのです。スポー

ツも芸術も同じだと思います。そういう意味では、基礎学力の水準を

上げるということと、優れた意欲とか能力とかのある子たちに、さら

に上を目指す勉学あるいは鍛錬の場を与えるということが、大事なん

じゃないかと私は思っております。 

 今回、２番目のところに、今まではスポーツの人材バンクというの

に注力してきたのですが、今度は文化・芸術の面での人材バンクとい

うのが予定されており、これは本当にすばらしい施策です。県内に

も、あるいは県出身で県外にお住まいの方にも、その面で本当に一流

の方がいっぱいいらっしゃるので、そういう方に、お時間の許す範囲

で教育の場へ参加していただければ良いのではないかと思っておりま

す。以上です。 

 

川 勝 知 事：  ありがとうございました。 

 斉藤さん、どうぞ。 

 

斉 藤 委 員：  30年度にどういうことをやっていくかということで、ちょっと案ず

ることを２つ、３つお話しさせていただきたいと思いますけれども、

まず一つは、ＩＣＴの効果的な活用というところですね。これは非常

に大切なことだと思います。ＩＣＴが教育に非常に効果をもたらすと

いうことはわかっていて、それが、静岡のハードウエアの設置状況と

かというものは、必ずしも全国のレベルに達していないという状況の

中で、これはやらなきゃいかんことだと思いますが、一方で、先ほど

矢野さんが古典の音読が大切だということを言われたわけで、古典の

音読は、デジタルと全く反対の概念でございますけれども、私も矢野

さんの意見に大変賛同するところであります。ＩＣＴは効果的に使わ

ないといけない、そういう場面はたくさんあるけれども、国語だけで

なくて、いわゆるリベラルアーツというのでしょうか、化学だった

り、物理学だったりということも含めて、やはり基本的な勉強という

ものをきちんとさせていくということが両輪になっていく必要がある

のではないかなと感じます。 

 それからもう一つは、地域と学校の連携のところでございますけれ

ども、実は先週の日曜日に、私、自分が住んでいる地域の資源の回収

のボランティアに参加しまして、そこで自治会長さんとお話しする機

会があり、「どうですか、困っていることはありますか」と尋ねた

ら、実は放課後児童クラブの希望者が大変増えてしまって、とても受

け止め切れない状況になっているというお話がありました。今、専業

主婦が少なくなってきていて、それとクロスする形で、仕事をするお
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母さんが増えているのですね。 

 私が住んでいるところというのは、浜松市中区の住宅街であります

けれども、学区としても非常に浜松で人気がある学区で、小学校も800

人で、全然生徒は減らないという状況ですが、その800人の中で120人

ぐらい、放課後、学童保育の希望者がいるという状況でして、とても

120人の放課後学童を受け入れるにはスタッフが足りなくて困っている

というお話がありました。 

 女性の活躍というものは、これからまさに求められていくわけであ

りまして、正規でも非正規でも、ともかく女性が外へ出て働くという

時間がこれからますます増えていくと。浜松だけじゃなくて、これか

らますますそのようになっていかないと、日本は成り立っていかない

という状況にあると思います。 

 ですから、さっきの2030年以降の変化というのは、藤井さんの御指

摘されたところでもあるわけですけれども、そういう中で女性が進出

できないというのは、国家にとって大きな損失になるわけであります

から、それを支えるような、お母さんがちゃんと外で働けるような環

境を整備してあげるということが非常に大切だと思います。これは、

ボランティアさんや教員のＯＢ、そういった人たちが中心になって、

やっていかなきゃいけないことかなと思っています。これが第２の問

題です。 

 もう一つは、この間、三島の徳倉小学校というところに行って、寺

子屋、さっき教育長さんがおっしゃった寺子屋の状況を見てまいりま

した。 

 困窮する家庭が増えているということで、なかなか計算とか、掛け

算、割り算ができなったり、漢字が書けなかったりという子供たちが

増えてきていると。それを何とか学校の勉強についていけるレベルぐ

らいまでは直していかなきゃいけないというところが、これの狙いで

ありまして、そのまま放置していくと、将来そういう子供たちが大人

になった時に、国民全体にかかるコストになってしまうということで

ありますから、これは何とかしなきゃいけないということで、三島市

などでモデル事業としてやっているんですけれども、県内全体とし

て、これを水平展開していくということもやっぱり考えていくべきテ

ーマじゃないかなと考えております。以上でございます。 

 

川 勝 知 事：  ありがとうございました。 

 それでは、渡邉委員、お願いします。 

 

渡 邉 委 員：  私も、先日、菊川ジュニアビレッジ報告会に参加しまして、本当に

子供たちが生き生きと活動している様子を見て、驚きました。活動員

のお話の中にも出てきましたが、子供たちが活動を通じて学ぶことっ

て大事なんだと。経験的に、そういうものが出てきた、そういう機会
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をジュニアビレッジの活動を通じて学ぶ、学力をつけることも大事だ

ということにも気付いたというところもすばらしいと思いました。 

 今回、「知性を高める学習」だとか、「確かな学力」というキーワ

ードが出てきていますが、ここにある学力というのは、従来私たちが

イメージしている、知識があるという意味の学力だけでなく、持って

いる知識をさらに活用して地域課題を解決するであるとか、もしくは

地域課題を発見するであるとか、学力を持った上で次の行動までして

いくということを見据えた学力であるというように、私は認識してお

ります。 

 「グローバル人材」という言葉が出始めたと時もそうですが、グロ

ーバル人材というと、ただ英語がペラペラ話せるとか、外国に行って

華々しく活躍するとか、最初はそういうイメージだったんですが、や

はりグローバル人材という言葉がこなれていくと、やはりグローバル

な視野で物事を考えられて、単に英語がペラペラ話せるという意味で

はなくて、多少外国語が稚拙であったとしても、グローバルな視野で

地域のことを考えられるという人がグローバル人材なのだということ

がやっと広まってきました。 

 それと同じように、確かな学力というものも、知識を身につけてい

るだけではなくて、それを活用する力もある学力という認識でお考え

いただけたらいいのかなと思っております。 

 きょう、資料３に出されている全ての分野において、単に学校であ

るとか、子供たちが直接接する場で学べることだけではなくて、地域

の人がかかわることによって、初めて実力となっていく分野だという

思いがしております。やはり社会に開かれた教育課程へということも

言われておりますので、これらに上げられたものに関して、社会が、

地域がどのように関わっていけるのかという視点も、非常に大事にな

ってくるかと思います。 

 つい学力といいますと、学校はこうあるべきだとか、先生はこうい

う教え方をするべきだとか、そういう方向に話が行ってしまいがちで

はありますけど、そこに加えて、地域としてこれらの課題にどのよう

な貢献ができるのかという視点からも話が進んでいくと、より深まっ

た議論になり、静岡らしさが出てくるような着地点が見つかるのでは

ないかなと思いました。以上です。 

 

川 勝 知 事：  ありがとうございます。 

 藤井委員、どうぞ。 

 

藤 井 委 員：  いろいろな意味で、過去５年、10年、もっと遡ってもいいんですけ

れども、社会環境とか、社会情勢が相当変わってきたと認識していま

す。 

 そういう中で、やはり今までやってきた教育の手法であれ教育の現
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場の実態であれ、そういうものを、大きな流れの中で見直す時期に来

ているものと強く感じます。言い方を変えれば、教育とは何かという

本質論が、先ほどの加藤さんのお話にも通ずると思いますが、教育と

は何かということが大きく問われている時期だと思います。 

 その点で、現実的な話ですけれども、この協議事項に関しては、こ

れはこれで全然差し障りないと思います。ただ、これだけに絞り込ん

だ総合教育会議での議論ではなくて、ある程度フリーディスカッショ

ンの場面を設けて、その中で、教育とは何かということが問われてい

ることに対する、教育委員会としてのしっかりとした答えを打ち出し

ていくような議論ができたらありがたいと思います。 

 例えば、毎回同じような言葉で表現していますが、教える側の意識

改革、非常に茫漠とした言い方で、つかみどころはなかなか鮮明に出

せないんですけれども、やっぱり教える先生方、教職員の意識をしっ

かり変えていかないと、教育とは何かということを問われていること

に対する答えというのは出せないと思うので、そういった側面からの

本質的な議論も、この場でできたらありがたいと思いますし、それか

ら各協議事項に全て共通して、それぞれの背景にある働き方改革とい

うか、教職員の残業問題、こういうことに関しても、やっぱりしっか

りした議論が必要だと思うので、教育とは何かが問われているという

私なりの認識に対して、しっかり私なりにも答えを出していきたいの

で、先ほど申し上げたとおり、フリーディスカッションのような場面

があってもいいのではないかなと思います。 

 なおかつ、それぞれの協議事項に関して、既にこれまでの総合教育

会議の中で議論された項目も一部重なっているので、そういう意味

で、30年度の協議事項を定めるに当たり、実際に協議をする場面で

は、濃淡をつけてテーマ付けをしていただければ話がしやすいとも思

います。以上です。 

 

川 勝 知 事：  ありがとうございました。 

 高等な意見であります。知性、技芸と、文・武・芸ですよね。です

から、いずれも大切なことであります。 

 それから、学びを支える魅力ある学校、「魅力ある」というのはレ

ベルの高いとか、幾らでも形容はできるんですが、いろんな方々から

地域というのが出ていますよね。「学びを支える“地域”に根差した

学校づくり」とか、“地域”というのをどこかに入れた方が良いかな

と感じました。 

 それから、今、藤井さんがおっしゃったように、こういう範疇にと

らわれない、大きな柱というのをやっておくと議論しやすいというこ

とがありますが、残り半分ぐらいは、その他というとおかしいですけ

ど、時々に極めて重要な事柄について問題提起をしていただいて、議

論するようなスタイルの方が良いかと。事務局はちょっと大変かもし
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れませんが、フリーディスカッションというような時間を必ず設ける

ということで、それも実はこの柱の一つです。先ほど事務局からも、

これにとらわれないと付け加えられていましたけれども、そういうス

タイルが必要ではないかと思いました。 

 例えば、先ほどキャラバンとか、あるいは周知徹底とかということ

でいろいろな意見がございましたが、実際に全ての人は働いているの

で、経済界にキャラバンをするということも、教育の現場にキャラバ

ンするということが元々の話の筋でしたが、その教育に携っていただ

くために、教育方針などを共通認識にするために、教育委員会のしか

るべき方が、経営者協会とか、商工会議所とか、商工会とかにうかが

って、地域ぐるみ、社会総がかりの実を上げるということもキャラバ

ンの一つかと思いました。 

 それから、音読につきましては、先ほど斉藤さん、この計画を本屋

さんで平積みしたらどうかな、とかね、周知徹底するのにですよ。 

 それと、もう一つ、例えば菊川の加藤さんがやっていらっしゃる現

場ですよね。菊川の中学生の話が出ましたが、私は加藤さんを抜きた

いという子が出てきたと。これはものすごいやる気ですよ。そうする

と、相当勉強しなきゃいけない。大谷翔平さんの話が出ましたね。こ

ういうことは、10代の前半ぐらいで、やっぱりこれがやれたらおもし

ろいというのが出てくるわけですね。 

 そういう意味で、本当に勉強はあまり好きじゃないという子もいる

し、一方、勉強はむちゃくちゃ好きだという子がいると思うんです。

文学を読むのが好きだと、数学がむちゃくちゃ好きだとか、数学がむ

ちゃくちゃ好きな子が、何で高校３年生まで、順番で学校の先生がや

っていく授業の進行にやらなくちゃいけないかと。こんなの拷問です

よね。ですから、伊東学長先生がいらした時には、トップガンでした

か、要するに、小学校・中学校に行って、先生方が教えてくださる

と。中にはすごい子がいるわけですよね。そういう子は、中３までは

義務教育ですから行かなければいけませんけど、中学を卒業したら、

高校卒業程度認定試験などをさっと受けて、高校は飛ばして学校に入

れるということを言ってくださったんですよ。だけど、抵抗勢力がす

さまじいです。 

 ちょうど中学を卒業して、将棋の世界に入っていく、囲碁の世界と

か、あるいはバレエの世界に入っていくとか、宝塚に行くとか、そう

いう子がいるわけじゃないですか。それと同じように、もう数学を徹

底的にやりたいとか、あるいは徹底的に文学だけを読み切りたいとか

いう子がいますからね。だから、もう中学くらいまでにいろいろなこ

とを経験させて、やる気がどこかで火がつけば、そこからいろんな道

を開かせていくことが必要だと。 

 だから、この高校の問題は、さっき矢野さんのほうから、40人とい

うのをやっぱりいわば固定観念として持っているわけですね。40人以
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上じゃないとクラスはできないから、40人以下になった場合には、学

校を合併するとかということで、今大問題になっています。学校は１

学年４クラス以上じゃなくちゃいけないとか、静岡県では８クラスが

平均で、８クラスというのが当たり前だと思っている。どうして４ク

ラス以下はだめなんだと、どうして１クラス25人じゃだめなんだと。

小・中学校25人以下にしたんですから、そうしたら、もっと集中的な

教育ができるじゃないですか。 

 そういう意味で、こういうこの中にうまくおさまり切らないものも

あるので、ここで意思決定していただければ、それを担当部局あるい

は教育委員会、あるいは市町の教育委員会とかにおろしていけばいい

と。こういう方針のほうが、この総合教育会議らしいんじゃないかと

いうふうに、今差し当たって感想を持った次第です。 

 どうでしょうか、ほかにもし御意見があれば。 

 伊東先生。 

 

伊 東 委 員：  総合教育会議に初めて出席させていただいて、どういう性格の会議

なのかというのをちょっと探りながら聞いていました。最終的に県の

施策ということには結びつかないですが、教育ということを考える場

合には、私立の学校ですとか、あるいは大学の場合には、国公私のい

ろんな設置形態の学校というのがあるわけですよね。どうしても県の

施策というと、特に教育委員会の場合だと小・中・高だけど、またこ

れ教育委員会の場合には政令市は入っていないだとか、そういった行

政での縦割りというか、区分というのがあって、どうしてもその区分

にとらわれて話してしまいがちですが、総合教育会議ということであ

れば、そういう区分をちょっと外して議論をしていくということも重

要なのかなあというふうに思うんですね。 

 特に、先ほどちょっと大学改革の話をしましたけれども、中教審の

答申とかでも、国公私の設置形態を超えた大学の統合だとか、そうい

うことも文言として書かれているような状況です。要するに、静岡県

として、先ほど、この乳幼児期から社会人までと、こういうスパンで

考えた時に、静岡県の教育全般というのをどうデザインしていくのか

というようなことというのを、行政の区分であるとか、あるいは学校

の設置形態であるとかということをちょっと取っ払って、本当に総合

的に議論するということを、先ほど藤井委員からも教育に関して、少

し根本的に見直す時期が来ているんではないかというお話がありまし

たけど、私もそういう思いは同じで、そのためには、ややこしい区分

を全部取っ払って、一回議論するという場をぜひ設けていただきたい

なと思います。 

 

川 勝 知 事：  最初の御発言が、実にインパクトのあるいい御発言で、我が意を得

たりという感じです。 
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 藤井さんもおっしゃったように、今は社会の大転換期で、明治150年

ということもございます。ですから、言ってみれば、地方創生とかと

いう言葉、あるいは地域自立とか、地方分権だとか、場合によって地

域主権という言葉も政治家から言われる時代になっておりますから、

だから地方創生の実を上げるには、実は教育の自立からなんですね。

ですから、その教育の自立ということをベースにして、総合的に考え

ると。 

 私は、県民の370万の方々の命や財産、ウエルフェアを上げるために

仕事をしているわけでありまして、教育委員会だけのために仕事をし

ているわけではありません。ですから、教育委員会は極めて重要な職

分を持っていらっしゃいますが、それはそれと。 

 この総合教育会議の場に先立って、なぜ地域自立のための「人づく

り・学校づくり」実践委員会をやっているのかと言えば、社会全体の

意見を踏まえて、ここに持ってくるためですね。同時に、教育委員会

の、いわばどちらかというと範疇や役割も決められている人たちに、

そういうことも知っていただき、そしてまたそこから教育委員会でで

きない仕事、例えば大学のこととか、あるいは社会人教育だとか、こ

れは文化・観光部や健康福祉部とかいろんなところが担っているとこ

ろにつきまして、言っていただければ、それは一緒にやるということ

でございます。ですから、総合的に教育について自由闊達な議論をし

て、それを形にしていくと。そして地域自立を、教育の自立を通して

やっていくと、こういう時代に入ったんだろうと思っています。 

 ですから、どうしても勉強しなくちゃだめなんですよ、誰も彼も

が。ですから、また子供たちを、そういう能力のある者を伸ばさなき

ゃいけないわけですね。ですから、社会総がかり、地域ぐるみという

のは文字どおりであると思っております。御発言ありがとうございま

した。 

 どなたか、よろしいでしょうか。 

 ここで教育長先生に御発言を求めることが書いてある、いつもは最

後に教育長から一言、ところが、今回は式次第のところどころに、教

育長から教育委員会を代表してお言葉をいただくように書いてあるの

で、先生も自由に、これからは言っていただければと思います。全体

の一員としてですね、もちろん。 

 教育長、もしあれば。 

 

木 苗 教 育 長：  ただいま、委員の先生方の話を聞かせていただいて、僕も伊東先生

と同じように大学におりまして、それから教育委員会へ来て丸３年で

すけれども、現場に行かなきゃ全然わからないですね。幼稚園、小学

校、中学校、高校、それからもう一つは特別支援学校、これも今相当

人数が増えていまして、5,000人ぐらいいますので、そういうことで考

えていくと、やはり今、川勝知事がおっしゃられたように、現場主義
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ということが大切です。実際に、今ここにある30年度の協議事項、４

項目が全部関係しているんですね、一個一個離して考えることではな

く。それから子供たちと実際に接してみて、僕は給食を一緒にとりな

がら、いろいろなことを小学生と話しましたが、やはり関心を持つこ

と、御家庭の事情はそれぞれ違うかもしれないですけど、これからの

ことを含め教育というものを、もう一度我々は考え直す時が来ている

ものと思います。 

 矢野委員長が先ほどおっしゃられましたように、委員長は論語にお

詳しいんですけれども、僕もそういうものを読みながら、やはり今ま

で我々が本を読むというと、音読を含めてですが、子供たちがどのよ

うにやっているのか、そういう子供たちが小学校、中学、そして高

校、大学という流れの中で、先生方が一方的にある方向に向けてやっ

ていくのが本当にいいのかどうか、それぞれ個性がみんなあるわけで

すので、それをむしろ積極的に生かすような方向での教育というのが

必要じゃないかなと思っています。 

 だから、これら４項目について、私は、これはこれでいいと思うん

ですが、今度はそれをいかに教育者が、あるいはその地域で社会総が

かりで子供たちを育てるということが、大事であると感じておりま

す。 

 個々に言うと、話し合いになって、長くなっちゃうんですけれど

も、知事からも今のような御発言をいただきましたので、私として

は、幼稚園も含めて小、中、高の教育にまだ浅いのですが、これから

各学校の先生方や委員の方々と積極的に意見交換しながら、国として

の方式を参考にしつつ、静岡方式を機動力持ってやっていきたいと、

そんなふうに考えております。以上です。 

 

川 勝 知 事：  ありがとうございました。 

 先ほど、「知性を高める学習」の中に、大学や民間講師等との連携

というのがありますが、大学同士の連携で、国立の例えば静岡大学あ

るいは浜松医大と、あるいは静岡文芸大と、あるいは私立の光産業創

成大学院大学と、こうしたものが一緒に連携した方が良いかと。ある

いは、こちらの静岡県ですと、国の静岡大学の農学部やほかの学部が

あります。プラス県立大学があります、常葉もあります。その他もろ

もろございますけれども、それが連携してどうして悪いんだというこ

とですが、文科省が嫌だと言っていると。文科省は天下りしているだ

けじゃないかと、あんなもの要るかとか、そういうような気持ちは持

ちながら、地域のためにこれをやるんだということで、そういう問題

提起も遠慮なく言っていただきたいと。ここは北朝鮮じゃありませ

ん、言論の自由が一番の人間の自由の基礎でありますから、人のため

になるようなことは堂々と言った方がいいと思っております。 

 それから、先ほどちょっと矢野さんが宿舎のことを言われました。
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実は平成26年に７万人しかいなかった外国人が、今８万数千人になり

ました。３年間で１万人以上伸びているんですよ。静岡県は、よく人

口流出と言われますが、あれは日本人だけなんですね、総務省が出さ

れる数字は。実は、外国人の方が来られて、お住まいになっているん

ですよ。当然、お子さんも連れていらっしゃる方もいます。そういう

ことから、留学生も来ているということではありますが、そういう意

味では、宿舎をどうするかと。要するに、衣食住の特に食と住という

のは極めて毎日のものでありますので、宿舎は、うちはくらし・環境

部というのがありまして、髙木というすばらしい尺八の名人がいるん

ですけれども、そんな味のある、その人が関わります。経済産業部と

関わるかもしれません。あるいは、うちであれば住宅供給公社という

のがありましたが、今、住宅と土地と道路の公社を一つにしまして、

ふじのくにづくり支援センターといって、そのセンター長は矢野さん

じゃないですか。そうですね、公営住宅で頑張っておるわけですよ。 

 そういうようなものを、留学してくる子とか、そういう子たちと

か、県外から来ている子たちに安く提供することを通して住宅問題の

不安を解消すると同時に、地域の住民になっていただくというような

ことも、自由に言っていただいて、できることとできないことがきっ

とあると思うので、そうしたガラガラポンでやっていい協議事項にし

ておいたらどうかと。差し当たって若干の柱を立てるということでご

ざいます。これは大綱に則って立てるということでございますので、

それは御了解賜りたいと思いますが。 

 どうでしょうか、ほかにもし御意見があれば。 

 じゃあ、矢野さん。 

 

矢 野 委 員 長：  実践委員会は、この総合教育会議の前に開いて、このテーマをベー

スに、いろいろと本当に議論は東から西、北から南、自由自在に飛び

回るという大変楽しい会議なんですが、来年度もそういう形で運営し

たいと思っています。 

 大局的な方向についてはどなたも異存がなく、その点についての心

配はないわけですが、問題はどこから始めるかということでありまし

て、この場でも以前申し上げたんですけど、最初から大きいことはな

かなか難しいので、小さく始めて大きく育てるということを念頭に置

いて、どこから手をつけるかということを、しっかり議論しなければ

いけないと思っております。 

 実は、今、知事がお話しになった県営住宅の目的外使用というの

は、伊東先生が学長の時に私のところにお越しになりまして、矢野さ

ん、こういうことは可能だろうかと、大変なチャレンジをいただきま

して、県の皆さんの御協力を得て、それは可能だよというところまで

は来ているわけでありますが、しかし、学校から遠いところで、ぽつ

んぽつんと部屋単位に空き室があるということでは、なかなかうまく
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いかないという、これはやっぱり具体的にどうするかということにつ

ながっていくわけですから、これは県の皆さんとも相談して、どうい

うふうにそれが使えるか。大体県営住宅が七、八％あいているんです

ね、そういうような状況でありますので、何とかそれをうまく活用で

きないかというようなことを今も続けて考えていまして、ぜひ何とか

実るといいなと。そのようにまず小さいところから、できるところか

ら始めませんと、議論が先行して何も変わらないんですね。具体的に

何を変えたらいいかという点について、私ども一生懸命議論いたしま

すけれども、ぜひ先生方のアドバイスをいただけるとありがたいと思

っております。失礼しました。 

 

川 勝 知 事：  加藤さん、どうぞ。 

 

加 藤 委 員：  それについて、具体的案件で。 

 直近で、例えばこの間ノーベル・プライズ・ダイアログで、東大と

か、東工大に来ているアフリカの学生たち、多分もう社会人学生だと

思うんですけど、私の話を聞いて、静岡でインターンシップをしたい

のだと。静岡は、農業で言えば最先端の県なので、それをアフリカに

持って帰りたいというので、そういう時半年間いる居場所としてはま

ればと、今、横で聞いていて思いましたので、もう、よろしくお願い

します。 

 

矢 野 委 員 長：  ヒントをいただきました。ありがとうございました。 

 

川 勝 知 事：  それを小さく始めて大きく宣伝をすると。そのことを通して、活用

する人が増えていくと。活用のしやすさを今度は工夫していくという

ふうに、まず具体的な問題の解決から、教育にかかわることはやって

いこうということじゃないかと思います。 

 そろそろ、もうあと数分しかありませんが、協議事項について、自

由闊達に議論していこうと。ただし、これらの４つ、せっかく出して

いただきましたので、これをその時々に踏まえつつやっていくという

ようなことになりましたが、それでよろしゅうございましょうか。 

 平成30年度から、知性を高める学習、技芸を磨く実学、学びを支え

るまち・地域に根差した学校づくり、誰もが夢と希望を持って社会の

一人前の担い手となれるような教育を推進していくと、このこと自体

について御異論はなさそうなので、こうした形での柱を踏まえながら

協議していくということでよろしゅうございますか。 

 （「はい」の声あり） 

 それでは、状況に応じて、その他の事項について協議するというこ

とでございますので、これは教育委員会と調整をいたしまして、この

場でやるということにさせていただきたいと存じます。 
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 もし、御発言なければ。 

 先生、どうぞ。 

 

木 苗 教 育 長：  本日は、次期「教育に関する『大綱』」と、それから「県教育振興

基本計画」を決定していただきまして大変うれしく思っております。

ありがとうございます。 

 次年度からは、これらの方針や計画に位置づけられました施策を着

実に遂行していきたいと考えております。 

 なお、川勝知事、それから地域自立のための「人づくり・学校づく

り」実践委員会の矢野委員長を始め、委員の皆さん、そしてまた総合

教育会議の運営に携わってこられました事務局の皆さんにも、この場

をお借りして厚く御礼申し上げます。 

 今後、県教育委員会といたしましては、川勝知事を始め、県各部

局、そしてまた各市町、市町教育委員会との連携をさらに強固にしま

して、本県の教育の充実と発展に向けまして邁進していきたいと考え

ております。今後ともよろしくお願いします。 

 本日はありがとうございました。 

 

川 勝 知 事：  ありがとうございました。 

 最後に一言。 

 実は、目の前に、皆様方にこのお花のことを書いた文があります

か。これは、全部赤系統で統一されているんですね。バラの赤、スプ

レーバラの赤、ガーベラの真紅、スプレーマムの赤紫、カーネーショ

ン、ワインレッド、スイートピー、薄紫、ちなみにこのバラではあり

ませんが、赤いバラと、それからガーベラとカーネーション、この

間、３つの分野で農林水産大臣賞を取られて、３分野で、こんなのは

初めてです。静岡では。お花のいいところですね。 

 それから、これはありますか、世界プレス。70件になりました。 

 （「ワサビが入りましたね」の声あり） 

 間もなくジオパークも入るでしょう。ですから、５年足らずで70件

ということで、もう大変な勢いであります。 

 それでは、以上で議事を終了いたします。進行を事務局にお返しい

たします。 

 

事  務  局：  皆様、長時間にわたり、ありがとうございました。 

 以上をもちまして、第４回静岡県総合教育会議を終了いたします。

お疲れさまでございました。ありがとうございました。 

 

 


